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◇九段会計通信 Vol.57のコンテンツ◇

 ■こんなときどうなる？身近な税務トピック
ゴルフ会員権の損益通算廃止と印紙税の改正
■温故知新な＜九段的ヒトコト＞
■東京経営者大学のご案内！
■編集後記

確定申告という一大イベントを終え、
気がつけばコートがいらない季節が、もうすぐそこまで来ています！

卒業シーズンを迎え、あっという間に新たな年度が始まりますね！

桜の季節を楽しみにしながらも、
気持ちを新たにスタッフ一同、頑張っていきます！

それでは今月のメルマガをお送り致しますので、
宜しくお願い致します！

代表・税理士　高木　功治

┌――┐彡■こんなときどうなる？身近な税務トピック
｜＼／├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

～ゴルフ会員権の損益通算廃止と印紙税の改正～

今回も税制改正絡みのトピックをお伝えします。

平成26年度税制改正において、個人が所有しているゴルフ会員権について、
譲渡損失の損益通算が今年4月1日以後出来なくなる見通しとなりました。

以前は、ゴルフ会員権を売却した際に、売却金額から取得金額と売却の手数料を引き、
損失が出たときは、給与所得や事業所得など他の所得と相殺が出来ていました。
つまり、売却に際し、節税効果がありました。

しかし、ゴルフ会員権は生活に必要ないものという考えから、
損益通算の対象から外すよう以前から要望が出ておりました。
この流れから、今回の改正で廃止となってしまう運びになっております。

次に、印紙税についても改正がありました。

今年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」につきましては、
金額が5万円未満のものについては非課税となりました。
以前は、3万円未満でしたので、この改正は納税者にとって減税となります。
「金銭又は有価証券の受取書」とは、主に領収書やレシートが該当します。
4月以降、領収書やレシートを発行される際には注意が必要です。



トピックについてご質問等不明な点がございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸い
でございます。

メールマガジン編集担当　　沼辺　勇樹 

┌――┐彡■温故知新な＜九段的ヒトコト＞ 
｜＼／├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

『自己投資は、一番高い利子をあなたに払う』

-　ベンジャミン・フランクリン（政治家）　-

何に投資をすれば、お金持ちになれるのでしょうか。
確実で最高の利回りの得られる投資は、何と言っても自己投資のようです！
世の中の動きや、運に左右されることはなく、自分自身で利回りを自由に決められます。

さらに自己投資が素晴らしい点は、早く学び、身につけば、一生という長期に渡って活用
でき、
しかもいくら使っても減ることがないものです。

自分への投資・・・常に心がけていきたいと思います。

メールマガジン編集担当　本田 裕介

┌――┐彡■東京経営者大学のご案内！

｜＼／├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

東京経営者大学（後継経営者、幹部育成講座）第2期生が開講中です。

東京経営者大学とは、経営コンサルタント会社で30年使用してきた
コンサルティングノウハウを、経営者と幹部を育成するために
提供していただくものです。

ただ講座を受けて聞いているだけの座学ではなく、自ら考え、行動し、
それを発表するというトレーニングサイクルを行うことで、
経営者として、また幹部としての成長を促すものです。

そこで、しっかりとプロのコンサルタントの先生のもとで学び、
顧問させていただいている私たちの立場から、
継続した行動が行われているかを確認させていただくことで、
短期的で終わらず、継続した成長が実現できます。

また、一緒に学ぶ経営者の同志ができることで、
今後もお互いに助け合いながら自社の経営に役立てることもできます。

第1期生の参加者の方々は、日に日に参加者同士信頼関係が生まれ、
新たなビジネスチャンスを掴んだ方も多くいらっしゃいます！

ご興味のある方は、見学が出来ますので、



各担当者又は九段会計事務所までお気軽にご連絡下さい！！

担当：本田　裕介 

┌――┐彡■編集後記
｜＼／├―――――――――――――――――――――――――――――
└――┘

最近、『中村天風の生きる手本』という本を読み始めました。

まだ読み切っては無いですが、まさに【生きる手本】がいっぱいあります。
まずは、生きていることに感謝すること。
当たり前ですが、人間である以上、いつかは必ず死が訪れます。
死にたくなくても死んでしまいます。
ひょっとしたら、今日の夜に死んでしまうかもしれません。
そうすると、いつもイライラしていた相手に対しても、「今日が最後かもしれない」と思
うと
感謝の気持ちがわきますし、日頃からお世話になっている人には特に感謝しきれません。

今しようと思ったことは、今行動すること！
いつかありがとうと言おうと思ったら今言うこと！
そして、睡眠とは体も頭も心も休めることなので、明日のことをあれこれ考えず、
一度空っぽにすること！

病は気からといいますが、本当にまず気持ちが大切だということを教えてくれる本です。

歳をとると永遠の別れを経験する数が多くなってきました。
まずは自分が生きていることに感謝して、一日一日大切に過ごしたいと思います。

メールマガジン編集責任者　　矢合　真弓

―――――――――――――――――――――――――――――――――

☆広告

★ツイッターにてつぶやき中！
フォローミー！＠kudan-kaikei（フォロー返します☆）

★FaceBook始めました！
「税理士法人　九段会計事務所」で検索宜しくお願い致します！
「いいね！」ボタン押して下さい★

★募集！
現在九段会計では季節毎に季刊誌を発行しております。
その中でお客様を紹介するページを設けました。
御協力頂ける方・アピールしたい事がある方、
是非御一報下さい！所員が「インタビュー＆写真撮影」に伺います！！

★「正しい経営を推進する」新しいサービス「ＭＡＳ(マス)」。



次世代の会計事務所として新たな事業を始めていきます。
詳しくは所員までお尋ね下さい。

いつも九段会計事務所をご愛顧頂き誠にありがとうございます。

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは弊所顧問先様のほか、名刺交換させていただいた方も
対象に送りしております。
配信停止をご希望の方は、お手数ですが、下記までご連絡下さい。
info@kudan-tax.jp

★☆★☆★☆★☆★☆★九段会計事務所☆★☆★☆★☆★☆★
  ★☆★☆★☆★☆★☆★密・着・革・命！☆★☆★☆★☆★☆★

〒102-0074
東京都千代田区九段南４－３－１
滝ビル３Ｆ
TEL　　03-3222-5271
FAX　　03-3222-5270
URL　　http://www.kudan-tax.jp/
mail　   info@kudan-tax.jp


